
平
成
二
十
年
六
月
二
日
提
出

質
問
第
四
六
二
号

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
公
費
負
担
、
若
人
負
担
、
高
齢
者
負
担
の
割
合
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
公
費
負
担
、
若
人
負
担
、
高
齢
者
負
担
の
割
合
に
関
す
る
質
問
主
意
書

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
公
費
負
担
、
若
人
負
担
、
高
齢
者
負
担
の
割
合
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
公
費
負
担
、
若
人
負
担
、
高
齢
者
負
担
の
割
合
は
、
五
対
四
対
一
と
さ
れ
て
い
る
が
、

高
齢
者
が
負
担
す
る
割
合
は
増
加
し
て
い
く
の
か
。

二

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
公
費
負
担
、
若
人
負
担
、
高
齢
者
負
担
の
割
合
は
、
二
〇
一
五
年
、
二
〇
二
五
年
、
二

〇
三
五
年
、
二
〇
四
五
年
、
二
〇
五
五
年
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
割
合
と
な
る
か
。

三

高
齢
者
負
担
の
軽
減
措
置
を
講
じ
た
場
合
、
そ
の
軽
減
分
は
誰
が
負
担
す
る
の
か
。
ま
た
、
軽
減
措
置
を
行
う
に
は
法
改

正
が
必
要
か
。

右
質
問
す
る
。


